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北
海
道
学
生
弓
道
連
盟
規
約

二
〇
〇
九
年
一
二
月
改
正

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
第
一
章 

総 

則 

名 

称

 

第
一
条 

本
連
盟
は

北
海
道
学
生
弓
道
連
盟
と
称
す
る

 

目 

的

 

第
二
条 

本
連
盟
は

北
海
道
内
の
学
生
間
に
お
け
る
弓
道
の
普
及
及
び
奨
励
並
び
に

学
生
弓
人
相
互
の
親
睦
を
図
り

も

て
弓
道
の
研
究
と
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る

 

  
 

 
 

 

第
二
章 

組 

織 

組 

織

 

第
三
条 

本
連
盟
は

北
海
道
内
の
大
学
弓
道
部
及
び
同
好
会
を
も

て
組
織
す
る

但
し

大
学
の
認
め
る
唯
一
の
団
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

本 

部

 

第
四
条 

本
連
盟
は

本
部
を
本
連
盟
委
員
長
の
所
属
す
る
大
学
弓
道
部
内
に
置
く

 

 

 
 

第
三
章 

事 

業 

事 

業

 

第
五
条 

本
連
盟
は
次
の
事
業
を
行
う

 

 
 

 
 

 

一

北
海
道
学
生
弓
道
大
会
の
開
催 

 
 

 
 

 

二

記
録
の
収
録
保
存 

 
 

 
 

 

三

機
関
誌
の
発
刊 

 
 

 
 

 

四

他
の
弓
道
団
体
及
び
各
種
運
動
団
体
と
の
連
絡
協
調 

 
 

 
 

 

五

そ
の
他
本
連
盟
の
目
的
に
適
う
事
業 

 

 
 

第
四
章 

機 

関 

機 

関

 

第
六
条 

本
連
盟
に
次
の
機
関
を
置
く

 

 
 

 
 

 

一

連
盟
委
員
会 

 
 

 
 

 

二

女
子
部
委
員
会 

 
 

 
 

 

三

大
会
運
営
委
員
会 

 
 

 
 

 

四

役
員
会 

 

第
一
節 

連
盟
委
員
会 

連
盟
委
員
会

 

第
七
条 

連
盟
委
員
会
は

本
連
盟
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る

 

構 

成

 

第
八
条 

連
盟
委
員
会
は

役
員
及
び
連
盟
委
員
に
よ

て
構
成
す
る

 

連
盟
委
員

 

第
九
条 

連
盟
委
員
は

本
連
盟
に
登
録
す
る
者
の
中
か
ら

各
加
盟
団
体
が
選
出
し

連
盟
委
員
会
の
構
成
員
と
な
る

 

 
 

二 

加
盟
団
体
の
連
盟
委
員
の
定
数
は

二
名
と
す
る

 

 
 

三 

役
員
の
選
出
に
よ

て
空
席
が
で
き
た
加
盟
団
体
は

連
盟
委
員
を
補
充
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

四 

連
盟
委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
毎
年
一
名
ず
つ
交
替
す
る
も
の
と
す
る

但

し

事
情
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い

 

 
 

五 

各
加
盟
団
体
の
役
員
改
選
に
伴
い
連
盟
委
員
が
交
替
し
た
場
合
は

直
ち
に

連
盟
本
部
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

議 

事

 

第
一
〇
条 

連
盟
委
員
会
は

次
の
事
項
を
議
決
す
る

 

 
 

 
 

 
 

一

役
員
の
選
出
及
び
承
認 

 
 

 
 

 
 

二

事
業
計
画
及
び
予
算
の
審
議
な
ら
び
に
承
認 

 
 

 
 

 
 

三

事
業
報
告
及
び
決
算
の
承
認 

 
 

 
 

 
 

四

次
年
度
大
会
当
番
大
学
の
承
認 

 
 

 
 

 
 

五

そ
の
他
本
連
盟
の
運
営
に
関
す
る
事
項 

種 

別

 
第
一
一
条 

連
盟
委
員
会
は

定
例
委
員
会
と
臨
時
委
員
会
の
二
種
と
す
る

 
開 

催

 

第
一
二
条 

定
例
委
員
会
は

毎
年
二
回
春
秋
に
開
催
す
る

 

 
 

 

二 
臨
時
委
員
会
は
次
の
各
号
の
場
合
に
開
催
す
る

 

 
 

 
 

 
 

一

連
盟
委
員
総
数
の
三
分
の
一
以
上
か
ら
文
書
に
よ
る
開
催
要
請
が

あ

た
場
合 
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二

連
盟
委
員
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
場
合 

 
 

 
 

 
 

三

役
員
の
総
意
に
基
づ
き

連
盟
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合 

招 
集

 

第
一
三
条 
連
盟
委
員
会
は

連
盟
委
員
長
が
招
集
す
る

 

 
 

 

二 
招
集
通
知
は

各
加
盟
団
体
に
十
五
日
前
ま
で
に
送
付
す
る
事
を
原
則
と

す
る

 

 
 

 

三 

各
加
盟
団
体
の
連
盟
委
員
は

出
欠
の
有
無
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

 

成 

立

 

第
一
四
条 

連
盟
委
員
会
は

連
盟
委
員
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
を
も

て
成

立
す
る

 

議 

決

 

第
一
五
条 

議
事
は

出
席
連
盟
委
員
が
属
す
る
各
大
学
を
一
票
と
し

過
半
数
を
も

て
議
決
す
る
事
を
原
則
と
す
る

 

 
 

 

二 

可
否
同
数
の
場
合
は

連
盟
委
員
長
が
こ
れ
を
決
す
る

 

書
面
表
決
等

 

第
一
六
条 

や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
会
議
に
出
席
で
き
な
い
連
盟
委
員
は

あ
ら

か
じ
め
通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
書
面
を
も

て
表
決
し

又
は
当
該

加
盟
団
体
に
所
属
し
本
連
盟
に
登
録
す
る
者
を
代
理
人
と
し
て
表
決
を
委

任
す
る
事
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
書
面
表
決
者
又
は
表
決
の
委

任
者
は
会
議
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す

 

議 

長

 

第
一
七
条 

議
長
は

連
盟
委
員
長
の
推
薦
に
よ
り

連
盟
委
員
会
が
承
認
す
る

 

議
事
録

 

第
一
八
条 

議
事
の
内
容
に
つ
い
て
は

議
事
録
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

二 

議
事
の
記
録
は
書
記
が
行
い

書
記
は
議
長
が
任
命
す
る

 

 

第
二
節 

女
子
部
委
員
会 

女
子
部
委
員
会

 

第
一
九
条 

本
連
盟
は

連
盟
委
員
会
の
下
部
機
構
と
し
て
女
子
部
委
員
会
を
置
く

 

構 

成

 

第
二
〇
条 

女
子
部
委
員
会
は

女
子
部
委
員
長

女
子
部
副
委
員
長
及
び
女
子
部
委

員
に
よ

て
構
成
す
る

 

女
子
部
委
員

 

第
二
一
条 

女
子
部
委
員
は

本
連
盟
に
登
録
す
る
女
子
の
中
か
ら
各
加
盟
団
体
が
選

出
し

女
子
部
委
員
会
の
構
成
員
と
な
る

 

 
 

 

二 

各
加
盟
団
体
の
女
子
部
委
員
の
定
数
は
一
名
と
す
る

 
 

 
 

 

三 

役
員
の
選
出
に
よ

て
空
席
の
で
き
た
加
盟
団
体
は
女
子
部
委
員
を
補
充

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

四 

女
子
部
委
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る

再
任
は
こ
れ
を
防
げ
な
い

 

 
 

 

五 

各
加
盟
団
体
の
役
員
改
選
に
伴
い
女
子
部
委
員
が
交
替
し
た
場
合
は

直

ち
に
女
子
部
委
員
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

議 

事

 

第
二
二
条 

女
子
部
委
員
会
は

次
の
事
項
を
議
決
す
る

 

一

役
員
の
選
出
及
び
承
認 

二

選
手
権
女
子
団
体
戦
並
び
に
争
覇
女
子
団
体
戦
大
会
形
式
及
び
運

営
に
関
す
る
事
項
の
審
議
及
び
決
定 

三

そ
の
他
女
子
部
委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項 

四

連
盟
委
員
会
へ
の
発
議 

種 

別

 

第
二
三
条 

女
子
部
委
員
会
は

定
例
委
員
会
と
臨
時
委
員
会
の
二
種
と
す
る

 

開 

催

 

第
二
四
条 

定
例
委
員
会
は
毎
年
二
回
春
秋
に
開
催
す
る

 

 
 

 

二 

臨
時
委
員
会
は
次
の
各
号
の
場
合
に
開
催
す
る

 

一

女
子
部
委
員
総
数
の
三
分
の
一
以
上
か
ら
文
書
に
よ
る
開
催
要
請

が
あ

た
場
合 

二

女
子
部
委
員
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
場
合 

三

女
子
部
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合 

招 

集

 
第
二
五
条 

女
子
部
委
員
会
は

女
子
部
委
員
長
が
招
集
す
る

 

 
 

 
二 

招
集
通
知
は

各
加
盟
団
体
に
一
五
日
前
ま
で
に
送
付
す
る
こ
と
を
原
則

と
す
る

 

 
 

 

三 
各
加
盟
団
体
の
女
子
部
委
員
は

出
欠
の
有
無
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
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成 

立

 
第
二
六
条 

女
子
部
委
員
会
は

女
子
部
委
員
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
を
も

て
成
立
す
る

 

議 

決

 

第
二
七
条 
議
事
は

出
席
女
子
部
委
員
が
属
す
る
各
大
学
を
一
票
と
し

過
半
数
を

も

て
議
決
す
る
事
を
原
則
と
す
る

 

 
 

 

二 

可
否
同
数
の
場
合
は

女
子
部
委
員
長
が
こ
れ
を
決
す
る

 

書
面
表
決
等

 

第
二
八
条 

や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
会
議
に
出
席
で
き
な
い
女
子
部
委
員
は

あ

ら
か
じ
め
通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
書
面
を
も

て
表
決
し

又
は
当

該
加
盟
団
体
に
所
属
し
本
連
盟
に
登
録
す
る
者
を
代
理
人
と
し
て
表
決
を

委
任
す
る
事
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
書
面
表
決
者
又
は
表
決
の

委
任
者
は
会
議
に
出
席
し
た
も
の
と
み
な
す

 

 
 

 

二 

代
理
人
は
原
則
と
し
て
女
子
と
す
る

 

議 

長

 

第
二
九
条 

議
長
は

女
子
部
委
員
長
の
推
薦
に
よ
り

女
子
部
委
員
会
が
承
認
す
る

 

議
事
録

 

第
三
〇
条 

議
事
の
内
容
に
つ
い
て
は

議
事
録
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

二 

議
事
の
記
録
は
書
記
が
行
い

書
記
は
議
長
が
任
命
す
る

 

 

第
三
節 

大
会
運
営
委
員
会 

大
会
運
営
委
員
会

 

第
三
一
条 

本
連
盟
は
役
員
会
の
下
部
機
構
と
し
て
各
大
会
ご
と
に
大
会
運
営
委
員
会

を
置
く

 
 

 
 

 

二 

大
会
運
営
委
員
会
の
運
営
は
大
会
規
約
に
よ
る

 

 

第
四
節 

役
員
会 

役
員
会

 

第
三
二
条 

役
員
会
は

本
連
盟
の
事
業
を
企
画
・
運
営
す
る

 

構
成

 

第
三
三
条 

役
員
会
は

本
連
盟
の
役
員
で
構
成
し

連
盟
委
員
長
が
こ
れ
を
統
括
す

る

 

任 

務

 

第
三
四
条 

役
員
会
は

本
連
盟
の
各
機
関
の
業
務
運
営
を
円
滑
に
す
る
た
め

各
役

員
の
連
絡
を
図
る

 

 
 

 

二 

本
連
盟
の
本
部
運
営
に
必
要
な
事
項
は

役
員
会
に
お
い
て
決
定
す
る

 

 

第
五
章 

役 

員 

役 

員

 

第
三
五
条 

本
連
盟
に
次
の
役
員
を
置
く

 

 
 

 
 

 
 

一

会
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名 

 
 

 
 

 
 

二

副
会
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

若
干
名 

 
 

 
 

 
 

三

連
盟
委
員
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

名 

 
 

 
 

 
 

四

連
盟
副
委
員
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

若
干
名 

 
 

 
 

 
 

五

総
務
委
員
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

名 
 

 
 

 
 

 
 

六

会
計
委
員
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

名 

 
 

 
 

 
 

七

女
子
部
委
員
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名 

 
 

 
 

 
 

八

女
子
部
副
委
員
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

若
干
名 

 
 

 
 

 
 

九

大
会
委
員
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

名 

 
 

 
 

 
 

一
〇

中
央
委
員

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟

 

二 

名 

 
 

 
 

 
 

一
一

会
計
監
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

名 

 
 

 

二 

本
連
盟
に
名
誉
会
長

顧
問

参
与
を
置
く
事
が
で
き
る

 

 
 

 

三 

本
連
盟
に
特
別
委
員
を
お
く
こ
と
が
で
き
る

 

役
員
の
選
出

 

第
三
六
条 

本
連
盟
の
会
長
及
び
副
会
長
は

連
盟
委
員
会
が
推
薦
し

こ
れ
を
委
嘱

す
る

 

 
 

 

二 

連
盟
委
員
長
は

本
連
盟
に
登
録
す
る
者
の
中
か
ら

連
盟
委
員
会
に
お

い
て
選
出
す
る

 

 
 

 

三 

連
盟
副
委
員
長

総
務
委
員
長
及
び
会
計
委
員
長
は
本
連
盟
に
登
録
す
る

者
の
中
か
ら
連
盟
委
員
長
が
推
薦
し

連
盟
委
員
会
の
承
認
を
受
け
る
も

の
と
す
る

総
務
委
員
長
及
び
会
計
委
員
長
は

連
盟
委
員
長
の
所
属
す

る
加
盟
団
体
に
所
属
す
る
事
を
原
則
と
す
る

 

 
 

 

四 
女
子
部
委
員
長
は

本
連
盟
に
登
録
す
る
女
子
の
中
か
ら
連
盟
委
員
長
が

こ
れ
を
推
薦
し

女
子
部
委
員
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
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五 

女
子
部
副
委
員
長
は

本
連
盟
に
登
録
す
る
女
子
の
中
か
ら
女
子
部
委
員

長
が
こ
れ
を
推
薦
し

女
子
部
委
員
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る

 

 
 

 
六 

大
会
委
員
長
は
本
連
盟
に
登
録
す
る
も
の
の
中
か
ら
当
番
大
学
弓
道
部
が

推
薦
し

連
盟
委
員
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る

 

 
 

 

七 
全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
の
中
央
委
員
は

本
連
盟
の
役
員
及
び
連
盟
委
員

の
中
か
ら

連
盟
委
員
会
に
お
い
て
選
出
す
る

原
則
と
し
て
連
盟
委
員

長
及
び
女
子
部
委
員
長
が
兼
任
す
る
も
の
と
す
る

 

 
 

 

八 

会
計
監
事
は

連
盟
委
員
の
互
選
と
す
る

た
だ
し
会
計
委
員
長
と
同
一

加
盟
団
体
に
属
し
て
は
な
ら
な
い

 

 
 

 

九 

顧
問
は

連
盟
委
員
会
が
推
薦
し

連
盟
委
員
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る

 

 
 

 

一
〇 

参
与
は

連
盟
委
員
長
が
推
薦
し

委
嘱
す
る

た
だ
し

連
盟
委
員
会

の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る

 

 
 

 

一
一 

役
員
は
兼
任
す
る
こ
と
が
出
来
る

た
だ
し

連
盟
委
員
会
の
承
認
を

受
け
る
も
の
と
す
る

 

 
 

 

一
二 

特
別
委
員
は

連
盟
委
員
長
が
推
薦
し

委
嘱
す
る

連
盟
委
員
会
の

承
認
は
特
に
必
要
と
し
な
い

 

役
員
の
任
務

 

第
三
七
条 

会
長
は

本
連
盟
を
代
表
し

こ
れ
を
統
理
す
る

 

 
 

 

二 

連
盟
委
員
長
は

連
盟
委
員
会
を
代
表
し

本
連
盟
の
業
務
を
統
括
す
る

 

 
 

 

三 

連
盟
副
委
員
長
は

連
盟
委
員
長
を
補
佐
し

事
故
あ
る
と
き
は
こ
れ
を

代
行
す
る

 

 
 

 

四 

総
務
委
員
長
は

本
部
業
務
を
統
括
す
る

 

 
 

 

五 

会
計
委
員
長
は

本
連
盟
の
経
理
を
統
括
す
る

 

 
 

 

六 

女
子
部
委
員
長
は

女
子
部
委
員
会
を
代
表
し

こ
の
業
務
を
統
括
す
る

 

 
 

 

七 

女
子
部
副
委
員
長
は

女
子
部
委
員
長
を
補
佐
し

事
故
あ
る
と
き
は
こ

れ
を
代
行
す
る

 

 
 

 

八 

大
会
委
員
長
は
当
該
大
会
の
運
営
を
統
括
す
る

 

 
 

 

九 

中
央
委
員
の
任
務
は

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
規
約
に
よ
る

 

 
 

 

一
〇 

会
計
監
事
は

適
宜
会
計
簿
を
点
検
し

経
理
を
監
査
す
る
と
と
も
に

そ
の
結
果
を
連
盟
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

一
一 

顧
問
は

本
連
盟
の
諮
問
機
関
と
し

本
連
盟
の
諮
問
に
応
ず
る

 

 
 

 

一
二 

参
与
は

本
連
盟
の
要
請
に
応
じ
て

そ
の
業
務
に
携
わ
る
事
が
で
き

る

 

 
 

 

一
三 

特
別
委
員
は

役
員
会
に
お
い
て
何
か
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
取
り
組

む
際
に

役
員
会
に
参
加
し

意
見
を
反
映
さ
せ
る
事
が
で
き
る

 

 
 

 

一
四 

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し

会
長
事
故
あ
る
時
は

こ
れ
を
代
行
す
る

 

役
員
の
任
期

 

第
三
八
条 

本
連
盟
の
役
員
の
任
期
は

毎
年
一
二
月
一
日
よ
り
一
年
と
す
る

 

 
 

 

二 

役
員
は
任
期
満
了
又
は
辞
任
の
場
合
に
お
い
て
も

後
任
者
が
就
任
す
る

ま
で
そ
の
業
務
を
執
行
す
る
も
の
と
す
る

 

 
 

 

三 

補
欠
の
役
員
の
任
期
は

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る

 

役
員
の
辞
任

 

第
三
九
条 

役
員
が
辞
任
す
る
場
合
は

連
盟
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

 

役
員
の
解
任

 

第
四
〇
条 

そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
を
行

た
役
員
は

連
盟
委
員
総
数

の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
も

て
解
任
す
る
事
が
で
き
る

 

役
員
の
補
充

 

第
四
一
条 

役
員
が
辞
任
又
は
解
任
に
よ

て
空
席
と
な

た
場
合
は

後
任
者
を
補

充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

二 

補
欠
役
員
の
選
出
は

第
三
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る

 

事
務
の
引
継
ぎ

 

第
四
二
条 

退
任
し
た
役
員
は

そ
の
業
務
に
関
す
る
す
べ
て
の
書
類
・
物
件
な
ど
を

新
た
に
就
任
し
た
役
員
に
引
き
渡
し

速
や
か
に
事
務
の
引
継
ぎ
を
す
る

も
の
と
す
る

 

  
 

 
 

 
 

第
六
章 

会 

計 

経 

理

 
第
四
三
条 

本
連
盟
の
経
理
は

会
計
委
員
長
が
担
当
す
る

 
予 

算

 

第
四
四
条 

本
連
盟
の
予
算
は

総
務
委
員
長
の
責
任
に
よ
り
こ
れ
を
編
成
し

連
盟

委
員
会
の
議
決
を
も

て
決
定
す
る

 

 
 

 

二 
会
計
年
度
開
始
前
に
予
算
が
成
立
し
な
い
時
は

成
立
す
る
日
ま
で
前
年

度
予
算
を
施
行
す
る
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三 

前
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
は

新
た
に
成
立
し
た
予
算
に
含
ま
れ
る
も
の

と
す
る

 
決 
算

 

第
四
五
条 
本
連
盟
の
決
算
は

会
計
年
度
末
日
よ
り
三
〇
日
以
内
に
終
了
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

二 

会
計
委
員
長
は

そ
の
責
任
に
お
い
て
決
算
書
を
作
成
し

会
計
監
事
の

監
査
を
経
て

連
盟
委
員
会
に
報
告
し

承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

三 

会
計
委
員
長
は

会
計
年
度
が
終
了
し

そ
の
決
算
書
が
連
盟
委
員
会
の

承
認
を
得
る
ま
で

経
理
に
つ
い
て
の
全
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る

 

会
計
年
度

 

第
四
六
条 

本
連
盟
の
会
計
年
度
は

毎
年
一
二
月
一
日
よ
り
翌
年
一
一
月
三
〇
日
ま

で
と
す
る

 

経 

費

 

第
四
七
条 

本
連
盟
の
経
費
は

次
の
収
入
を
も

て
充
て
る

 

 
 

 
 

 
 

一

加
盟
団
体
の
連
盟
費
及
び
部
員
登
録
費 

 
 

 
 

 
 

二

加
盟
団
体
の
大
会
参
加
費 

 
 

 
 

 
 

三

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
の
補
助
金 

 
 

 
 

 
 

四

寄
付
金 

 
 

 
 

 
 

五

広
告
掲
載
料 

 
 

 
 

 
 

六

そ
の
他 

連
盟
費
及
び
部
員
登
録
費

 

第
四
八
条 

連
盟
費

年
額
一
〇
〇
〇
〇
円

及
び
部
員
登
録
費

部
員
一
名
に
つ
き

年
額
一
六
〇
〇
円

は

毎
年
三
月
末
日
ま
で
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る

 

第
四
九
条 

削
除 

大
会
参
加
費

 

第
五
〇
条 

加
盟
団
体
の
大
会
参
加
費
は

連
盟
委
員
会
に
お
い
て
決
定
す
る

 

補
助
金
・
寄
付
金
・
そ
の
他

 

第
五
一
条 

本
連
盟
へ
の
補
助
金

寄
付
金

そ
の
他
の
収
入
は

直
接
又
は
間
接
に

本
部
に
お
い
て
受
納
す
る

 

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
の
連
盟
費
及
び
部
員
登
録
料

 

第
五
二
条 

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
へ
の
連
盟
費
及
び
部
員
登
録
料
は

本
連
盟
に
納

入
す
る
も
の
と
す
る

 

 
 

 

一

正
加
盟
大
学
弓
道
部
の
連
盟
費

年
額
一
〇
〇
〇
〇
円

は

毎
年
三
月
末

日
ま
で
に
本
部
に
納
入
す
る

 

 
 

 

二

正
加
盟
大
学
弓
道
部
の
部
員
登
録
料

部
員
一
名
に
つ
き
年
額
一
〇
〇
〇

円

及
び
準
加
盟
大
学
弓
道
部
の
部
員
登
録
料

部
員
一
名
に
つ
き
年
額

五
〇
〇
円

は

毎
年
三
月
末
日
ま
で
に
本
部
に
一
括
納
入
す
る

 

金
品
の
不
返
還

 

第
五
三
条 

本
連
盟
に
納
入
し
た
金
品
は

原
則
と
し
て
返
還
し
な
い

 

  
 

 
 

 
 

第
七
章 

登 

録 

部
登
録

 

第
五
四
条 

各
加
盟
大
学
弓
道
部
及
び
同
好
会

以
下

加
盟
団
体

と
い
う

は

毎
年
三
月
末
日
ま
で
に
部
登
録
を
連
盟
本
部
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

 

部
員
登
録

 

第
五
五
条 

本
連
盟
加
盟
団
体
は

部
登
録
と
同
時
に
部
員
登
録
を
連
盟
本
部
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 

二 

登
録
期
間
は

毎
年
四
月
一
日
よ
り
一
年
間
と
す
る

 

 
 

 

三 

本
連
盟
へ
の
部
員
登
録
は

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
へ
の
そ
れ
と
同
一
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

追
加
登
録

 

第
五
六
条 

本
連
盟
は

追
加
部
員
登
録
を
次
に
よ
り
随
時
認
め
る

 

 
 

 
 

 
 

一

追
加
部
員
登
録
は

文
書
を
も

て
行
う
も
の
と
す
る

 

 
 

 
 

 
 

二

追
加
登
録
時
に

全
日
本
学
生
弓
道
連
盟
の
部
員
登
録
料
を
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
 

 
 

 
 

三

登
録
期
間
は

第
五
五
条
の
第
二
項
の
残
余
期
間
と
す
る

 

 

 
 

 
 

 
 

第
八
章 

加
盟
及
び
脱
退 

加
盟
及
び
脱
退

 

第
五
七
条 

本
連
盟
に
加
盟

又
は
本
連
盟
を
脱
退
し
よ
う
と
す
る
大
学
弓
道
部
及
び

同
好
会
は

加
盟

脱
退

届
に
そ
の
事
由
を
詳
記
し

連
盟
委
員
会
の

承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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第
九
章 

懲 

戒 
懲 

戒

 

第
五
八
条 

本
連
盟
は

加
盟
団
体
が
本
連
盟
規
約
に
違
反
し
た
場
合
は

連
盟
委
員

会
に
お
い
て
連
盟
委
員
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
も

て
当
該
加

盟
団
体
に
懲
戒
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

 

二 

提
出
期
日
違
反
に
対
す
る
罰
則
に
つ
い
て 

一

提
出
期
日
違
反
大
学
に
対
し
て

一
度
目
は
厳
重
注
意
を 

科
し

二
度
目
か
ら
は
三
〇
〇
〇
円
の
罰
金
を
科
す

六
度
目
に
達
し
た
ら

次
の
公
式
戦
出
場
停
止
処
分
と
す
る

 

二

提
出
期
日
違
反
に
特
段
の
事
由
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な

い

判
断
は
役
員
会
で
行
う

 

除 

名

 

第
五
九
条 

加
盟
団
体
に
次
の
各
号
の
行
為
が
あ
る
と
き
は

連
盟
委
員
会
に
お
い
て

当
該
加
盟
団
体
を
除
く
全
会
一
致
を
も

て
こ
れ
を
除
名
す
る
こ
と
が
で

き
る

た
だ
し

連
盟
委
員
会
は
こ
れ
の
前
に
弁
明
す
る
機
会
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

 

一

連
盟
費
そ
の
他
義
務
に
基
づ
く
金
品
を
一
年
以
上
納
入
し
な
い
と

き

 

 
 

 
 

 
 

二

本
連
盟
の
名
誉
を
毀
損
し

又
は
秩
序
を
乱
し
た
と
き

 

復 

帰

 

第
六
〇
条 

本
連
盟
は

除
名
さ
れ
た
大
学
弓
道
部
及
び
同
好
会
か
ら
文
書
に
よ
る
復

帰
の
申
請
が
あ

た
と
き
は

連
盟
委
員
会
に
お
い
て
連
盟
委
員
総
数
の

三
分
の
二
以
上
の
議
決
を
も

て
こ
れ
を
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る

た

だ
し

除
名
の
時
点
よ
り
二
年
以
上
の
期
間
を
経
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

 

  
 

 
 

 
 

第
十
章 

雑 

則 

改 

正

 

第
六
一
条 

本
規
約
の
改
正
を
必
要
と
す
る
場
合
は

連
盟
委
員
会
に
お
い
て
連
盟
委

員
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
議
決
に
よ
る
も
の
と
す
る

た
だ
し

第
四

章
第
二
節
に
つ
い
て
は

女
子
部
委
員
会
に
お
い
て
女
子
部
委
員
総
数
の

三
分
の
二
以
上
の
議
決
に
よ
る
も
の
と
す
る

 

委 

任

 

第
六
二
条 

本
規
約
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
役
員
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る

 

 

付 

則 

一
九
五
四
年 

三
月 

 

制 
 

定 

一
九
五
九
年 

二
月 

 

改 
 

正 

一
九
六
三
年 

四
月 

 

追 
 

加 

一
九
七
〇
年 

三
月 

 

一
部
改
正 

一
九
七
一
年 

四
月 

 

改 
 

正

大
会
規
約
を
分
離

 

一
九
七
一
年 

六
月 

 

改 
 

正 

一
九
七
二
年 

四
月 

 

一
部
改
正 

こ
の
間
の
改
正
有
無
不
明

 

一
九
九
四
年 

一
二
月 

改 
 

正 

一
九
九
七
年 

一
二
月 

改 
 

正 

一
九
九
八
年 

一
二
月 

改 
 

正 

二
〇
〇
八
年 

五
月 

 

改 
 

正 

二
〇
〇
九
年 

一
二
月 

改 
 

正 


